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-
［ - ］

-
［ - ］

10.2
［ 10.7 ］

110.1
［ 118.4 ］

※［ ］は、前年度の数値。

400

（％）

本府の数値

3.75

8.75

実 質 赤 字 比 率

連 結 実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

3525

早期健全化基準 財政再生基準

（％） （％）
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15

 

 

 

 

◆ 令和６年度決算に基づく「健全化判断比率」及び「資金不足比率」について、監査委員の審査を経
て、府議会９月定例会に報告しました。 

 

◆ 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、「確
定値」として公表しています。 

 

 

健 全 化 判 断 比 率 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 早期健全化基準：自主的な改善努力による財政健全化が必要な水準 

→ 財政健全化計画の策定・外部監査の義務付け、総務大臣による必要な勧告等 

◆ 財政再生基準 ：国の関与による確実な再生が必要な水準 

→ 財政再生計画の策定・外部監査の義務付け、起債の制限、総務大臣による予算変更の勧告等 

 

 

公営企業の資金不足比率 

 

◆ 経営健全化基準：自主的な改善努力による経営健全化が必要な水準 

→ 経営健全化計画の策定・外部監査の義務付け、総務大臣による必要な勧告等 
  

-
［ - ］

-
［ - ］

-
［ - ］

-
［ - ］

※［ ］は、前年度の数値。

20資金不足比率

大阪府中央卸売市場事業会計

大阪府まちづくり促進事業会計

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

大阪府流域下水道 事業 会計

（％）

経営健全化基準

（％）

本府の数値

令和６年度決算に基づく健全化判断比率等について（確定値） 
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○一般会計

○特別会計：１２会計
　　日本万国博覧会記念公園事業特別会計

　　就農支援資金等特別会計
　　大阪府営住宅事業特別会計
　　関西国際空港関連事業特別会計
　　不動産調達特別会計
　　市町村施設整備資金特別会計
　　公債管理特別会計
　　地方消費税清算特別会計
　　母子父子寡婦福祉資金特別会計
　　中小企業振興資金特別会計
　　沿岸漁業改善資金特別会計
　　林業改善資金特別会計

公営事業会計 ○国民健康保険特別会計

○地方公営企業法適用：３会計
　　大阪府中央卸売市場事業会計
　　大阪府流域下水道事業会計
　　大阪府まちづくり促進事業会計

○地方公営企業法非適用：１会計
　　港湾整備事業特別会計

※公営企業ごとに算定

○関西広域連合

○地方三公社
　　大阪府土地開発公社
　　大阪府住宅供給公社
　　大阪府道路公社

○地方独立行政法人
　　公立大学法人大阪
　　大阪府立病院機構
　　大阪健康安全基盤研究所
　　大阪産業技術研究所
　　大阪府立環境農林水産総合研究所

○第３セクター等
　　(公財)大阪府育英会
　　(公財)大阪産業局　　　等

※名称は令和7年3月31日時点のもの

地方公社・
第３セクター等

地
方
公
共
団
体

　　一般会計

　　特別会計

公営企業
会計

一部事務組合・広域連合

実
質
赤
字
比
率

一般会計等

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率

財政健全化法の概要 

 
（指標の公表は平成１９年度決算から、財政健全化計画の策定の義務付け等は平成２０年度決算から適用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比率の算定対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
●指標の整備と情報開示の徹底 
  
・ フロー指標 

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債

費比率 

・ ストック指標 

将来負担比率＝公社・三セク等を含めた実質

的負債による指標 

→監査委員の審査に付し議会に報告し公表 

健 全 段 階 

  
●自主的な改善努力による財政健全化 
  
・ 財政健全化計画の策定（議会の議決）、外部
監査の要求の義務付け 

  
・ 実施状況を毎年度議会に報告し公表 

  

・ 早期健全化が著しく困難と認められるとき
は、総務大臣又は知事が必要な勧告 

財政の早期健全化 

公営企業の経営の健全化 

  
●国等の関与による確実な再生 
  
・ 財政再生計画の策定（議会の議決）、外部
監査の要求の義務付け 

 
・ 財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意
を求めることができる 

 【同意無】 
・ 災害復旧事業等を除き、地方債の起債
を制限 

 【同意有】 
・ 収入不足額を振り替えるため、償還   
年限が計画期間内である地方債（再   
生振替特例債）の起債可 

 
・ 財政運営が計画に適合しないと認められる
場合等においては、予算の変更等を勧告 

財政の再生 

 

〔
健
全
財
政
〕 

〔
財
政
悪
化
〕 
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（単位：百万円）

3,233,368 3,208,856 24,512 9,995 14,517

［ 3,259,273 ] ［ 3,233,794 ] ［ 25,479 ] ［ 12,187 ] ［ 13,292 ]

4,440 3,719 721 203 518

［ 3,372 ] ［ 2,934 ] ［ 439 ] ［ 55 ] ［ 384 ]

27 6 22 22 0

［ 32 ] ［ 7 ] ［ 24 ] ［ 24 ] ［ 0 ]

75,771 69,801 5,970 4,443 1,527

［ 122,363 ] ［ 118,631 ] ［ 3,732 ] ［ 2,610 ] ［ 1,121 ]

17,476 17,476 0 0 0

［ 13,137 ] ［ 13,137 ] ［ 0 ] ［ 0 ] ［ 0 ]

1,202 1,124 78 0 78

［ 1,064 ] ［ 986 ] ［ 78 ] ［ 0 ] ［ 78 ]

3,201 3,200 1 0 1

［ 3,845 ] ［ 3,795 ] ［ 50 ] ［ 0 ] ［ 50 ]

833,527 832,920 606 0 606

［ 935,587 ] ［ 934,980 ] ［ 607 ] ［ 0 ] ［ 607 ]

1,120,893 1,117,774 3,119 0 3,119

［ 1,038,937 ] ［ 1,038,937 ] ［ 0 ] ［ 0 ] ［ 0 ]

1,259 756 503 503 0

［ 1,408 ] ［ 641 ] ［ 766 ] ［ 766 ] ［ 0 ]

4,218 2,889 1,329 1,329 0

［ 4,150 ] ［ 2,695 ] ［ 1,455 ] ［ 1,455 ] ［ 0 ]

176 0 176 176 0

［ 170 ] ［ 0 ] ［ 170 ] ［ 170 ] ［ 0 ]

69 31 38 38 0

［ 91 ] ［ 23 ] ［ 68 ] ［ 68 ] ［ 0 ]

5,295,628 5,258,552 37,076 16,710 20,366

［ 5,383,427 ] ［ 5,350,560 ] ［ 32,867 ] ［ 17,336 ] ［ 15,531 ]

1,751,270

[ 1,707,056 ]

-

[ - ]

実質収支額

(5)=(3)-(4)

歳出総額

(2)

歳入歳出
差引額

(3)=(1)-(2)

翌年度に繰り
越すべき財源

(4)

会計名

(1)

歳入総額

一 般 会 計

日本万国博覧会記念公園事業特別会計

就 農 支 援 資 金 等 特 別 会 計一

般

会

計

等

に

属

す

る

特

別

会

計

一

般

会

計

等

大 阪 府 営 住 宅 事 業 特 別 会 計

関西国際空港関連事業特別会計

不 動 産 調 達 特 別 会 計

市 町 村 施 設 整 備 資 金 特 別 会 計

公 債 管 理 特 別 会 計

母子父子寡婦福祉資金特別会計

地 方 消 費 税 清 算 特 別 会 計

合　　　　計（分子）

標準財政規模（分母）
（臨時財政対策債発行可能額含む）

実質赤字比率（％）

中 小 企 業 振 興 資 金 特 別 会 計

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 特 別 会 計

林 業 改 善 資 金 特 別 会 計

比 率 の 算 定 内 訳 
  

実質赤字比率 該当なし 
 

 
【趣旨】 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 

【基準】 早期健全化基準 ３．７５％  財政再生基準 ５％ 
 
 
 
 

・ 一般会計等の実質赤字額 ： 「一般会計」及び「一般会計等に属する特別会計」における実質赤字の額 

・ 実質赤字の額 ＝ 繰上充用額 ＋（支払繰延額 ＋ 事業繰越額） 

・ 標準財政規模 ： 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示す額 
（府税、地方譲与税、普通交付税、臨時財政対策債及び地方特例交付金等の収入見込みの合算額）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注） 

 

 

  

実質赤字比率 ＝ 
一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 

「一般会計」及び「一般会計等に属する特別会計」の実質収支は、いずれも黒字（あるいは 

収支均衡）になったため、「実質赤字比率」は、該当なし。 
 
【参考】大阪府における早期健全化・財政再生基準の該当ライン 

＜早期健全化＞ ▲６５７億円   ＜財政再生＞ ▲８７６億円 

［ ］は、前年度の数値。 
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（単位：百万円）

20,366

［ 15,531 ]

27,425

［ 14,438 ]

2,913

［ 2,640 ]

1,750

［ 3,967 ]

1,118

［ 2,531 ]

3,177

［ 6,197 ]

56,748

［ 45,304 ]

1,751,270

［ 1,707,056 ]

-

［ - ]
連結実質赤字比率（％）

一般会計等

国民健康保険特別会計

大阪府中央卸売市場事業会計

大阪府まちづくり促進事業会計

港湾整備事業特別会計

合　　　　計（分子）

標準財政規模（分母）
（臨時財政対策債発行可能額含む）

法
適
用

法
非

適
用

会計名

公

営

企

業

会

計

公

営

事

業

会

計

実質収支額・資金収支額

大阪府流域下水道事業会計

連結実質赤字比率 該当なし 

 

【趣旨】 全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率 

【基準】 早期健全化基準 ８．７５％  財政再生基準 １５％ 

 

 

 

 

・連結実質赤字額  ： 「一般会計等」における実質赤字の額及び「公営事業会計」における資金の不足額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

 

 

  

連結実質赤字比率 ＝ 
連結実質赤字額 

標準財政規模 

１．［ ］は、前年度の数値。 

２．「法適用」とは、地方公営企業法を適用している公営企業会計である。 

「一般会計等」の実質収支は黒字となり、公営事業会計においても、いずれも実質黒字と 

なったため、「連結実質赤字比率」は該当なし。 
 
【参考】大阪府における早期健全化・財政再生基準の該当ライン 

＜早期健全化＞ ▲１，５３２億円   ＜財政再生＞ ▲２，６２７億円 
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（単位：百万円）

準元利償還金

実質公債費比率（％）
（３か年の平均）

令和５年度 令和６年度

① 地方債の元利償還金

②

③
特定財源
（元利償還金・準元利償還金に充てられるもの）

④
元利償還金･準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

合　計（分母）⑤－④

実質公債費比率（％）
（単年度）

⑤
標準財政規模
（臨時財政対策債発行可能額含む）

項目 令和４年度

122,129 110,916 111,874

280,897 282,947 264,850

1,661,425 1,707,056 1,751,270

34,216

208,772 209,795 198,421

164,128 154,460 144,088

30,126 29,609

合　計（分子）①＋②－③－④

10.2

1,452,652 1,497,261 1,552,850

11.2 10.3 9.2

実質公債費比率 １０．２％  
 

 

【趣旨】 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率 

【基準】 早期健全化基準 ２５％  財政再生基準 ３５％ 

※ 実質公債費比率が１８％以上となった場合、地方債を発行するには総務大臣の許可が必要となる。 

 

「② 準元利償還金」の内容 

・ 満期一括償還地方債について、償還期間を３０年とする元金均等年賦償還をした場合の１年あたりの 

元金償還金相当額 

・ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと 

認められるもの 

・ 一部事務組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの 

・ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実質公債費比率 ＝  

（① 地方債の元利償還金＋② 準元利償還金）－ 

（③ 特定財源＋④ 元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） の３か年 
平均 ⑤ 標準財政規模－ 

（④ 元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

実質公債費比率（令和４～令和６年度平均）は、前年度（令和３～令和５年度平均）から 

０.５ポイント改善し、１０．２％となった。 

これは、今回平均の対象となる令和６年度の単年度比率（９.２％）が、今回平均の対象外 

となる令和３年度（１０.５％）と比べ、１.３ポイント改善したため。 



- 14 - 
 

（単位：百万円）

5,477,735

［ 5,668,922 ]

35,447

［ 35,165 ]

・中央卸売市場事業 371

・流域下水道事業 117,450

120,577 ・まちづくり促進事業 2,756

［ 121,124 ] ・港湾整備事業 0

2

［ 5 ]

385,351

［ 377,141 ]

・道路公社 －

46,911 ・土地開発公社 －

［ 45,098 ] ・地方独立行政法人 10,969

・第三セクター等 35,943

・財政調整基金 355,193

1,419,538 ・減債基金 1,004,017

［ 1,368,458 ] ・その他の基金 60,328

282,107

［ 296,824 ]

2,653,627

［ 2,809,354 ]

1,710,750

［ 1,772,819 ]

1,751,270

［ 1,707,056 ]

198,421

［ 209,795 ]

1,552,850

［ 1,497,261 ]

110.1
［ 118.4 ]

ア
一般会計等に係る地方債の現
在高

算定値 備考

・一般会計 5,099,292満期一括償還分を含む地方債の現在高

ウ

イ
債務負担行為に基づく支出予
定額

・依頼土地の買い戻し
　に係るもの

11,657

一般会計等以外の会計に係る
地方債の元金償還に充てるた
めの繰出見込額

地方債を財源とできる経費（公共用地の取得費等）に係る支出予定額
で、支出額が確定しているもの

・宅地造成事業以外
　過去３ケ年の繰出実績に応じ、企業債現在高を按分して算定
　（前年度に元金償還がない会計は、地方債繰入計画額又は
　　一般会計からの繰出基準額のいずれか大きい額を採用）
・宅地造成事業
　販売用土地を時価評価の上、債務超過部分について将来負担に算入

将来負担比率（％）

合　計（分母）コ－サ

サ

カ

組合等の地方債の元金償還に
充てるための負担等見込額

加入する組合等の地方債の現在高のうち本府負担見込額

職員全員が年度末に自己都合退職すると仮定した場合に支給すべき退職
手当の額のうち、一般会計等負担見込額

・道路公社の負債額から計画上の収支見込額等を控除した額
・土地開発公社の負債額から府や国が買い取りを予定している土地等
　の資産を控除した額
・府が設立した地方独立行政法人の負債額
・第三セクターや住宅供給公社等が金融機関等から貸付を受ける際に、
　府が金融機関等との間で締結する損失補償契約に係る債務負担行為
　について、法人の経営状況等を勘案して算定した負担見込額

・公営住宅使用料

合　計（分子）ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ－（キ＋ク＋ケ）

ケ

234,296
地方債を財源とする貸付金の償還金や、公営住宅の使用料などの収入の
実績により算定した充当見込額

過去に発行した地方債の現在高に普通交付税の算入割合を乗じて算定し
た見込額

項目

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源
の規模を示す額

当年度の算入額

地方債の償還等に要する経費
として基準財政需要額に算入
されることが見込まれる額

標準財政規模の額（臨時財政
対策債発行可能額含む）

元利償還金・準元利償還金に
係る基準財政需要額算入額

算定の考え方

オ

地方債の償還等に充当可能な
特定の収入

コ

ク

・関西広域連合 2

地方債の償還等に充当可能な
基金残高

キ 一般会計への貸付分を除いた充当可能残高

退職手当支給予定額のうち一
般会計等負担見込額

設立法人の負債の額等に係る
一般会計等負担見込額

エ

将来負担比率 １１０．１％  

 
【趣旨】 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

【基準】 早期健全化基準 ４００％  財政再生基準 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

 

 

 

 

 

 

将来負担比率 ＝ 

（将来負担額） 

ア 一般会計等に係る地方債の現在高 ＋ 

イ 債務負担行為に基づく支出予定額 ＋ 

ウ 一般会計等以外の会計に係る地方債の元金償還に充てるための繰出見込額 ＋ 

エ 組合等の地方債の元金償還に充てるための負担等見込額 ＋ 

オ 退職手当支給予定額のうち一般会計等負担見込額 ＋ 

カ 設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額  

－ (キ 地方債の償還等に充当可能な基金残高 ＋ 

ク 地方債の償還等に充当可能な特定の収入 ＋ 

ケ 地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額） 

（充当可能財源等） 

（標準財政規模） 

（算入公債費等） 

コ 標準財政規模 －  

サ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

将来負担比率は、前年度（１１８.４％）より８.３ポイント改善し、１１０.１％となった。 

これは、地方債の現在高の減や、減債基金などの地方債の償還等に充当可能な基金残高の増、及び標準財政規

模の増などによるもの。 
 
将来負担額（ｱ+ｲ+ｳ+ｴ+ｵ+ｶ）（６兆６６０億円） － 充当可能財源等（ｷ+ｸ+ｹ）（４兆３,５５３億円） 

 ＝ １１０.１％ 
標準財政規模（ｺ）（１兆７,５１３億円）－ 算入公債費等（ｻ）（１,９８４億円） 

［ ］は、前年度の数値。 
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（単位：百万円）

- -

［ - ] ［ - ]

- -

［ - ] ［ - ]

- -

［ - ] ［ - ]

- -

［ - ] ［ - ]

大阪府まちづくり促進事業会計

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

大 阪 府 流 域 下 水 道 事 業 会 計

会計名 資金不足額
資金不足比率
（％）

法
適
用

法
非

適
用

大 阪 府 中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計

（単位：百万円）

657 465 2,913 713 2,913

［ 733 ] ［ 601 ] ［ 2,640 ] ［ 748 ] ［ 2,640 ]

62,614 66,091 1,750 156,600 1,750

［ 64,606 ] ［ 64,710 ] ［ 3,967 ] ［ 159,292 ] ［ 3,967 ]

4,574 5,394 1,118 72,536 1,118

［ 1,800 ] ［ 760 ] ［ 2,531 ] ［ 77,955 ] ［ 2,531 ]

11,899 10,787 849 9,264 3,177

［ 8,571 ] ［ 5,872 ] ［ 2,416 ] ［ 10,076 ] ［ 6,197 ]

総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

法
非

適
用

（実質収支）

資金剰余額／不足額
（実質収支） 企業債現在高

健全化法上の
資金剰余額

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

会計名

公

営

企

業

会

計

法
適
用

大 阪 府 中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計

大 阪 府 ま ち づ く り 促 進 事 業 会 計

大 阪 府 流 域 下 水 道 事 業 会 計

（歳入） （歳出）

資金不足比率（公営企業ごと） 該当なし 

 

【趣旨】 公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率 

【基準】 経営健全化基準 ２０％  財政再生基準 なし 

 

 

 

 
○ 資金の不足額 

法適用企業 ＝ （流動負債 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした企業債現在高 
－ 流動資産）－ 解消可能資金不足額 

法非適用企業 ＝ （歳出額 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした企業債現在高 
－ 歳入額）－ 解消可能資金不足額 

 
※ 解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後の一定期間構造的に生じる資金の不足額がある場合において、 

資金の不足額から控除する一定の額。 
※ 宅地造成事業を行う公営企業については、販売用土地に係る流動資産の算定等に関する特例がある。 

 
○ 事業の規模 

法適用企業 ＝ 営業収益の額 － 受託工事収益の額 
法非適用企業 ＝ 営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収益に相当する収入の額 

 
※ 営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額がゼロとなる場合には、営業収益の額の部分を経常収益の額にする。 
※ 宅地造成事業を行う公営企業については、「事業経営のための財源規模」（調達した資金規模）を示す資本及び負債の合計額。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

（注） ［ ］は、前年度の数値。 

 

参考：地方公営企業の経営状況（令和６年度決算）について   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注） 

 

資金不足比率 ＝ 
資金の不足額 

事業の規模 

１．［ ］は、前年度の数値。 

２．法非適用企業は、「総収益」「総費用」「資金剰余額／不足額（実質収支）」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「実質収支」を表示。 

３．宅地造成事業を行う公営企業における「健全化法上の資金剰余額」については、算定上、土地収入見込額を算入し、販売用土地の取得、造成を行う 

ために起こした企業債現在高を控除することから、「資金剰余額／不足額（実質収支）」と一致しない。 

（企業債現在高が資金剰余額を上回る場合、「健全化法上の資金剰余額」はゼロとなる。） 

いずれの公営企業会計も資金不足は生じておらず、「資金不足比率」は該当なし。 


